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保育利用者の負担の公平化の考え方の意見交換会実施結果 

 

１ 意見交換会の実施状況（自治基本条例第１４条の規定に基づき実施したもの） 

 (1) 実施日時・場所等 

実施回数 ３ 回 

No. 会  場 日    時 参加人数 

１ 中野区役所 7階会議室 
平成 25 年 8月 13日（火） 

午後 7時～午後 9時 
３人 

２ 野方区民活動センター 
平成 25 年 8月 14日（水） 

午後 7時～午後 9時 
1人 

３ 南中野区民活動センター 
平成 25 年 8月 15日（木） 

午後 7時～午後 9時 
１人 

計 ５人 

 

 (2) 意見交換会における意見・質問の概要と区の回答・見解 

（負担の公平化に関するもの）９項目 

No 意見・質問 回答・見解 

1 

 中野区の認可保育所保育料は 23 区の

中では高い方なのか低い方なのか。 

・単純に比べることは難しいが、現行の

保育料は、約 8 年改定していないため 23

区の中では低い方である。 

・改定案では、真ん中くらいになると思

われる。 

2 

 認可保育所の場合 2 人目の保育料は減

額されるが、認証保育所の場合は変わら

ない。このため、認証保育所を利用して

いる保護者からは、2 人目になった時の

負担を考えてしまうという声を聞く。そ

のことも考慮してほしい。 

 2 人目のお子さんの場合は、認可保育

所の場合の減額された保育料と認証保育

所保育料との差額により計算している。

２万円から６万２千円に補助上限額を引

き上げることにより、負担は軽減される

と考えている。 

3 

 平成 19 年（度）の税制改正による影

響をもとに戻すということだが、なぜこ

のタイミングで改定するのか。 

 認証保育所の保護者との負担較差の解

消や、待機児童対策といった喫緊の課題

の対応も必要であり、今回改定すること

とした。 

4 

 自分は、サービスや教育内容が気に入

って認証保育所に子どもを預けている

が、公平化という言葉には違和感があ

る。認証保育所利用者が、認可保育所保

育料の値上げを求めている訳ではない。 

 区は、設備や条件の違いはあるが認可

保育所も認証保育所も同じ保育施設と考

えており、保護者の負担も同程度である

べきと考えている。また、税制改正によ

り減額となっている分は元に戻し、実際

の所得に応じた負担をしていただく必要

もあると考えている。 
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5 

 認可保育所保育料を値上げすることに

より、保護者からは保育サービスの質の

向上も求められると思う。今回、サービ

スの質の面での変更等はあるのか。 

 今回の保育料の改定では、保育サービ

スの質について、含むものではないが、

保育サービスの質の向上については、区

立・私立を問わず日々取り組んでいる。 

6 

 認可保育所においては、第１子を預け

ていて第２子が生まれ育児休業を取得し

た場合、一定期間継続しての入所が可能

であるが、認証保育所保護者補助は、育

児休業中は補助対象にならないのは不公

平ではないか。 

 育児休業中は保育に欠ける状態ではな

くなるという考え方であるが、認可保育

所を含めた育児休業中の取り扱いについ

ては、今後検討していきたい。 

7 

 母子家庭にとっては、今回の認可保育

所保育料の改定案は引上げ額が大きく、

日々の生活が苦しくなってしまう。 

 認可保育所保育料は世帯の所得に応じ

た応能負担となっていることや、今回の

改正は平成 19 年度の税制改正により、実

質的に値下げになっているものを元に戻

すものであり、ご理解いただきたい。 

8 

 子育て世代の負担はできるだけ抑え、

保育の環境、質は良いものにすべきであ

る。また、負担の公平化だけではなく、

子育て環境全般について考えていく必要

があると思う。 

 子ども子育て関連３法により中野区子

ども・子育て会議が開催されることか

ら、子育て環境全般については、その中

で、議論されることになる。 

9 

 認証保育所は保育料が高くて利用でき

ないという声も聞いている。保護者補助

の上限を引き上げることには賛成であ

る。区の税収の中でも保育に投入できる

金額は限度があると思う。認可保育所保

育料は現行より引上げても良いと思う。 

≪意見≫ 

 

（その他の意見）７項目 

No 意見・質問 回答・見解 

1 

 保育士の仕事はハードワークであ

り、体力も心のケアも必要であると

認識している。また、労働条件が悪

く、担い手が減っていると聞いたこ

ともある。私立保育所の保育士等の

処遇を改善してほしい。 

 保育士が不足しているということもあり、

国は保育士の処遇改善を考えており、区も、

その活用を、考えていきたい。 

2 

 お盆のこの時期の平日の夜間に意

見交換会を開催したのはなぜか。せ

めて、土日など参加しやすい日程に

してほしかった。 

 来年 4 月からの改正を予定しており、周知

期間や条例改正等の手続きに要する時間から

逆算するとこの時期に開催する必要があっ

た。いただいたご意見は、今後の区民説明会

や意見交換会の際には、参考にさせていただ

きたい。 
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3 

 新聞報道で、廃止予定の国家公務

員宿舎跡地を保育施設として活用す

る場合には、優先的に処分や貸付を

行うということや、待機児童解消加

速化プランの各自治体の応募状況な

どを見たが、中野区の名前はなかっ

たようだった。今後活用していく予

定はあるのか。 

・国家公務員宿舎用地については、中野区の

場合、まだ使用中の宿舎が多かったり、面積

が適さない用地が多かったので、緊急課題で

ある待機児童解消としての活用は見送った。 

・待機児童解消加速化プランについては、中

野区も参加している。現在、緊急対策を検討

しており、メニューの追加を考えている。 

4 

 新聞報道で、区は、長期的に子ど

もの数が減少していく中で、認可保

育所をどんどん増やしていこうとは

考えていないと言っていた。しか

し、子育てをしながら働くことを考

えた場合、職住接近が望ましいの

で、全国的に子どもの数が減少して

も保育所に入る子どもは減らないと

思う。 

 区は、子どもが減少するという予測をもっ

ている。待機児童対策については緊急課題と

認識しており、区としては待機児童数をゼロ

にすることを取り組んでいる。今後、きめ細

やかなニーズ調査をすることによって、対策

を進めていきたい。 

5 

 中野区は、他区と比べ 1 歳児が入

りにくいと思う。認可保育所を増や

すために、保育料を改定するのは仕

方がないと思う。今後、保育定員を

どの程度増やしていく予定なのか。 

 毎年、保育定員を 200 人前後増やしてき

たが、最近の保育需要の増加に追い付いてい

ないのが現状である。待機児童対策は緊急課

題と認識しており、今後も適切に対応してい

きたい。 

6 

 中野区は、少子化に歯止めをかけ

たいと考えているのか。 

 少子化対策として、様々な施策を行ってい

るが、女性の就業への価値観の変化に対応し

た子育て環境の整備もその一つと考えてお

り、待機児童対策に取り組んでいる。 

7 

 認証保育所と認可保育所では、保

育の質で差があると思っているの

で、待機児童対策としては、認可保

育所を増やすべきである。 

 制度の違いは認識しているが、区としては

どちらも保育施設として機能しているものと

考えている。認可に限らず、保育施設の充実

を図っていく。 

 

備考  本資料は、意見の要点をまとめたものであり、また、区分整理の関係から、一人の意見を複

数に切り分けたり、同様の趣旨の意見等を一つにまとめたりしている。なお、電話やメール

での意見も含んでいる。 

 

２ その他の参加の手続き実施状況 

(1) 個別意見の提出 

種   別 寄せられた意見数 

窓口          ０ 件 

電子メール          ２ 件 

ファクシミリ          ０ 件 

電話          ３ 件 

郵送          ０ 件 

       計          ５ 件 
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